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（モデル都市として 32都市を選定） 

3 月 30 日、国土交通省は、内閣府（地方創生推進事務局）と連携し、都市のコンパクト化と地域の稼

ぐ力の向上にハード・ソフト両面から総合的に取り組む地方再生のモデル都市（地方再生コンパクト・

シティ）として、32 都市を選定した（図表１参照）。 

本稿では、モデル都市の概要と取組例を紹介する。 

 

図表１ 地方再生コンパクトシティのモデル都市（32都市） 

 

（注）国土交通報道発表資料より 

 

（モデル都市の概要） 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2017 改訂版)」（平成 29 年 12 月 22 日閣議決定）においては、「人

口減少、地域経済縮小等の課題を抱える地方都市において、都市のコンパクト化、拠点地域の形成を図

るとともに、官民連携の推進や地域資源の活用により、地域の稼ぐ力の向上に積極的に取り組もうとす

る地域再生コンパクトシティ（仮称）を 30 程度選定し、総合的かつ集中的に支援する。」とされている。
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これに基づき、次の選定基準のもと、全国から地方再生の取組を募集した。 

・立地適正化計画の策定を通じたコンパクトシティの形成に具体的に取り組んでいること 

・地域経済の活性化、自立化に官民連携体制を構築し具体的に取り組むこと 

・地価上昇、売上高、空き地・空き家・空き店舗減少など地域経済の状況を計測する明確な KPI（重

要業績評価指標）を設定すること 

・概ね３年程度の期間でハード・ソフト両面から事業を実施すること 等 

全国 77 都市から応募があり、有識者委員会（座長：中村英夫 日本大学教授）において、①事業内容、

②事業効果、③連携体制、④持続可能性、の観点から提案内容を審査し、32 都市が選定された。 

モデル都市に対しては、次の支援メニューにより、平成 30 年度から３年間集中支援を行うこととなっ

ている。 

ハード：社会資本整備総合交付金（都市再構築事業、都市公園・緑地等事業 等） 

ソフト：地方創生推進交付金（内閣府）、民間まちづくり活動促進・普及啓発事業 等 

さらに、国や UR 都市機構の職員がモデル都市に対して、ハンズオン支援（現地訪問による個別相談

対応等）し、全国のモデル事例となるよう、目に見える形で都市の再生を実現し、全国に横展開するも

のである。 

 

（もう一つのモデル都市） 

 類似のモデル都市としては、昨年 5 月、関係省庁によるコンパクトシティ形成支援チーム会議におい

て、コンパクト・プラス・ネットワークのモデル都市が 10都市（青森県弘前市、山形県鶴岡市、新潟県

見附市、石川県金沢市、岐阜県岐阜市、大阪府大東市、和歌山県和歌山市、山口県周南市、福岡県飯塚

市、熊本県熊本市）選定されている。これら 10都市は、コンパクトシティ形成の観点から、すでに他都

市のモデルとなる都市として位置づけられているものと考えられ、他方、今回の地方再生コンパクトシ

ティのモデル都市（32 都市）は、今後３年間の具体的な取組が他都市のモデルになると位置づけられた

ものと考えられる。したがって、この２つのモデル都市いずれにも選定されている５都市（弘前市、鶴

岡市、金沢市、和歌山市、熊本市）については、すでに他地域のモデルとなるような立地適正化計画が

策定されており、さらに地方再生の面で他地域のモデルとなるような事業が予定されている、手本とな

る都市といえよう。 

これら５都市のうち、今回の地方再生コンパクトシティのモデル都市選定の報道発表資料に「モデル

都市の取組例」として挙げられた４都市にも含まれている弘前市と和歌山市の取組について紹介する

（注：残りの２都市は栃木県栃木市と香川県丸亀市）。 

 

（弘前市：人を呼び込み、人の流れを創出） 

 弘前市は、平成 29 年３月 31 日に都市機能誘導区域・居住誘導区域ともに設定した立地適正化計画を

公表している。同計画においては、中心地区での機能集積構造の継続や賑わいの維持のために徹底した

既存ストックの活用が鍵であるとして、公的不動産（PRE）の活用や PFI 事業によるリノベーションな

どに重点を置いている。 

今般の地方再生コンパクトシティのモデル都市としての取組においては、民間活力をいかし明治期の

赤レンガ倉庫を芸術文化施設としてリニューアル、さらに赤レンガ倉庫、弘前城、弘前駅を拠点に外国
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人旅行客を含めた来訪者の回遊性を高め、人を呼び込み、人の流れの創出を目指している（図表２参照）。

3 年後の目標としては、「地価上昇」、「人口増加」、「通行量増加」を設定している。 

 

図表２ 地方再生コンパクトシティのモデル都市：弘前市の取組 

 

（注）国土交通報道発表資料より 

 

（和歌山市：まちに居場所、こどもに遊び場） 

 和歌山市は、平成 29 年３月１日に都市機能誘導区域を設定した立地適正化計画を公表している（居住

誘導区域を設定した計画についても、本年 10 月１日に公表予定）。同計画においては、人口密度の低下

で中心部に生じた公的不動産（PRE）の跡地を都市機能集約の起爆剤に活用することなどを目指してい

る。 

 今般の地方再生コンパクトシティのモデル都市としての取組においては、３つの拠点地区で民間活力

をいかし、廃校舎を活用した大学誘致、道路空間の広場化、民間による公園活用などを行い、まちの居

場所、こどもに遊び場を創出することを目指している（図表３参照）。3 年後の目標としては、「地価上昇」、

「空き地減少」を設定している。 
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図表３ 地方再生コンパクトシティのモデル都市：和歌山市の取組 

 

（注）国土交通報道発表資料より 

 

（立地適正化計画に基づく効果的な取組） 

 弘前市と和歌山市の取組は、いずれも、他都市のモデルとなるような立地適正化計画をベースにして、

官民連携の推進や地域資源の活用により地方再生の効果が期待できるものと位置づけられているといえ

よう。 

立地適正化計画については、未策定の都市が多く、策定された場合も都市機能誘導区域の設定のみで

居住誘導区域が未設定の都市も多い（注：昨年末の時点で、立地適正化計画を公表しているのは 116 都

市、うち都市機能誘導区域・居住誘導区域ともに設定しているのは 70 都市）。このため、まずは都市機

能誘導区域・居住誘導区域の両方を設定した計画を策定することが重要であるが、加えて、地方再生コ

ンパクトシティのモデル都市などを参考に、計画に基づき、地域の特性を生かした効果的な取組を行う

ことが強く求められているといえよう。 

 

（山本 健一） 


